
◆ 事業に係るサービス費 

利用料金は別紙単価表のとおり。 

このうち、１割を利用者負担として事業所から利用者へ請求します。ただし、世帯の

収入状況により負担上限月額を設定します。また、介護給付・訓練等給付等、障害

児通所支援の負担額と合算して上限管理を区で行います。 

 

【請求の流れ】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文京区 

事業者様 

利用者様 

①・請求書 

・明細書 

・実績記録表 

をサービスを提供し

た翌月１０日までに

郵送または窓口まで

持参する形で、下記

担当までご提出くだ

さい。 

②審査の上、請求

月の翌月に指定口

座にお支払いしま

す。 

③サービス費の１割は利

用者負担となります。ま

た、世帯の収入状況によ

って負担上限月額を設定

します。 

教材費等の実費が発生する場

合は、事業者様から利用者様

へ直接請求してください。 

【提出先および問合せ先】 

〒112-8555 

東京都文京区春日1-16-21文京シビックセンター9階 

文京区福祉部障害福祉課給付指導係 

電話；03-5803-1816 



別紙 

◆単価表 

障害支援区分 

  １ 日 の 利 用 時 間 

４時間以下の利

用 

４時間超８時間以

下 

８時間超 

障 

害 

者 

区分６ ２３１単位 ４６２単位 ６９２単位 

区分５ １９６単位 ３９２単位 ５８８単位 

区分４ １６２単位 ３２４単位 ４８６単位 

区分３ １４６単位 ２９２単位 ４３７単位 

区分１及び区分２ １２７単位 ２５５単位 ３８２単位 

障

害

児 

区分３ １９６単位 ３９２単位 ５８８単位 

区分２ １５４単位 ３０８単位 ４６１単位 

区分１ １２７単位 ２５５単位 ３８２単位 

送迎加算 ５４単位 

欠席時対応加算 ９４単位 

（１）送迎加算について、送迎にかかる時間は、指定日中一時支援事業の利用

時間から除外するものとする。また、指定日中一時支援事業の利用につき、

利用者に対して、その居宅等と指定日中一時支援事業所との間の送迎を行っ

た場合に、片道につき所定単位数を加算する。 

（２）欠席時対応加算について、指定日中一時支援事業所において、指定日中一

時支援事業を利用する利用者が、あらかじめ当該指定日中一時支援事業所の

利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は

当日に中止の連絡があった場合において、日中一時支援事業従業者が、障害児

又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児

の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、所定単位数を算定する。 

 


